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母体保護法不妊手術禁止事件第一審判決

事実の概要

　母体保護法（以下、「法」という。）3条 1 項は、
本人および配偶者の同意を得た上で医師が不妊手
術を行うことができる場合として、「妊娠又は分
娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるも
の」（1号）、「現に数人の子を有し、かつ、分娩
ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれの
あるもの」（2号）と定める。法 28 条は、「何人も、
この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を
不能にすることを目的として手術又はレントゲン
照射を行つてはならない」とし、法 34 条は罰則
を定める。
　避妊目的での不妊手術を望む原告ら 4名は、法
3条 1項、28 条、34 条（以下、併せて「本件各規定」
という。）の違憲性を主張して、国に対し、①主
位的請求として、法 3条 1 項所定の要件を満た
さなくとも医師による不妊手術を受けることので
きる地位にあることの確認（以下、「本件地位確認
の訴え」という。）、②予備的請求として、国が本
件各規定を改廃せず原告らが不妊手術を受けられ
るようにしないことが違法であることの確認（以
下、「本件違法確認の訴え」という。）を求めた。また、
③上記の改廃をしないという立法不作為につき国
家賠償を求めた。

判決の要旨

　１　本件地位確認の訴えは、「原告ら 4名が、
罰則を受けることなく、自らの意思のみに基づい
て、医師又は指定医師による不妊手術を受けるこ
とのできる地位にあることの確認を求める訴え」
であり、裁判所法 3条 1 項にいう法律上の争訟
に当たる。

　２　原告らは、「現に、医師等から、避妊目的
での不妊手術の実施を拒絶されており、不妊手術
を受けることができていない」。「母体保護法の施
行について」（平成 8年 9月 25 日厚生省発児第 122
号厚生事務次官通知。令和 2年 10 月 20 日厚生労働
省発子 1020 第 1 号厚生労働事務次官通知による改正
後のもの。以下、「本件通知」という。）は、「法第
28 条は、健康者が経済的理由とか、単なる産児
制限のためとか、又出産によって容ぼうが衰える
ことを防ぐため等、この法律の目的以外に利用す
ることを防ぐため、この法律で認められている理
由及びその他正当の理由がない限り生殖を不能に
することを目的として手術又はレントゲン照射を
行うことを禁止したもの」であるとする。原告ら
4名が望む不妊手術は「本件通知にいう健康者に
よる単なる産児制限のための利用に当たるなどと
して、およそ同法3条 1項所定の要件を満たさず、
また、同法 28 条の『故なく』に当たるものとし
て、同条により禁止されるとするのが一般的な解
釈と考えられる」。原告ら 4名は、現に、医師等
から、不妊手術の実施を拒絶されたところ、その
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理由として、本件通知の存在が指摘された例もあ
る上、妊娠・出産や生殖能力を有する身体に強い
嫌悪感・恐怖感等がある者に対して不妊手術を実
施する医師が本邦に存在することがうかがわれな
いのも、本件各規定がそうした不妊手術を許容し
ていないという理解が前提となっていると考えら
れる。原告ら 4名については「医師により不妊
手術を受ける権利等に現実の危険があるというこ
とができ」、本件地位確認の訴えは「その地位の
存否に関する法律上の紛争を解決するために有効
適切な手段である」。「本件地位確認の訴えにつき、
確認の利益はある」。

　３　「原告らの主張する生殖に関する自己決定
権、子をもうけるか否かに関する自己決定権、自
己の身体に関する事柄を決定する自己決定権及び
避妊の自由は、それぞれの内容（外縁）が必ずし
も明確ではないものの、少なくとも、憲法 13 条
は、女性に対し、人格的生存に関わる重要な権利
として、国家から妊娠するよう強制されない、あ
るいは、国家の介入・干渉なしに、妊娠しないと
いう決定ができるという意味での避妊の自由を保
障しているものと解するのが相当であり、国家が
女性に対して妊娠するよう強制すること、あるい
は、妊娠しないという決定に介入・干渉すること
は、その者の避妊の自由を侵害するものとして、
憲法 13 条に違反する」。
　もっとも、避妊の自由の保障が「直ちに特定の
方法による避妊をする自由を保障しているものと
は解されない。……避妊法は女性が主体的にとる
ことができるものも含めて複数あり、IUD（IUS）〔子
宮内避妊器具―著者注〕や経口避妊薬〔低用量ピル
―著者注〕は、正しく使用する限り、不妊手術よ
りも避妊効果が高いことに加え（なお、禁忌等の
ため、これらを使用することができない場合があ
るとしても、これらのいずれも使用することがで
きない場合は相当程度限られるものと考えられ
る。そして、仮に禁忌等のために女性が主体的に
とることができる避妊法が事実上不妊手術に限ら
れる場合があり得るとしても、男性がとることの
できる避妊法も存在する。）、不妊手術が……身体
への侵襲を伴うものであって重大な合併症も起こ
り得るものであることにも照らせば、不妊手術を
受けることができなければ避妊をすることができ

ず（実質的に困難であるとも認め難い。）、ひいて
は人格的生存に関わるとはいえず、避妊の自由の
一内容として、不妊手術を受ける権利又は自由が
あるものと解することは困難である」。原告らは、
不妊手術の理由として、生殖能力を有する身体へ
の違和感・嫌悪感や、自分らしい身体で人生を送
ることを主張するが、不妊手術を受けることは「人
格的生存に不可欠」とは言い難い。
　「不妊手術を受けることができないからといっ
て、子をもうけるか否かを自らの意思で決定する
ことができないものではなく、憲法 13 条が、子
をもうけるか否かに関する自己決定権として、不
妊手術を受ける権利又は自由を保障しているもの
と解することもできない。」
　「憲法 13 条は、人格的生存に関わる重要な権
利として、自己の意思に反して身体への侵襲を受
けない自由を保障しているものの……、これとは
逆に、身体への侵襲を受ける自由又は自己決定権、
身体を物理的に切除したり身体の機能を制限した
りする自由又は自己決定権を、人格的生存に関わ
る権利として一般的に保障しているものとは解さ
れない。そして、特段の事情がある場合には、別
異に解される場合があり得るとしても、不妊手術
による身体への侵襲については、不妊手術を受け
ることが直ちに人格的生存に関わるものというこ
とはできない」。
　「以上によれば、憲法 13 条が、不妊手術を受
ける権利又は自由を保障しているものとはいえな
い。……本件各規定が憲法 13 条に反するという
ことはできない。」

　４　「もっとも、母体保護法 3条 1項所定の要
件のうち原告らが指摘するものについては、同法
の目的に照らして合理性に乏しいことから、本件
各規定を含む不妊手術に関する制度の在り方につ
いては適切な検討が行われることが望まれる。」

　５　本件違法確認の訴えは法律上の争訟に当た
らず、確認の利益もない。また、本件各規定の違
憲性を前提に立法不作為の国賠法 1条 1 項違反
をいう原告らの主張は採用できない。

判例の解説
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　一　背景
　本件各規定の成り立ち１）を辿れば、戦前の国
民優生法は、「産めよ増やせよ」の思想に基づき、
遺伝性疾患等の場合を除いて故なく行う任意の不
妊手術を禁止した。戦後の優生保護法は、「逆淘汰」
の懸念に基づく人口抑制政策に舵を切り、周知の
ように強制不妊手術を定めたが、任意不妊手術の
禁止は継続され、本件各規定と同内容の条文が設
けられた。1996 年制定の母体保護法は、障害者
差別解消の観点から優生思想に関する規定の見直
しのみを行ったため、本件各規定が残されること
となった。なお、避妊については、日本では低用
量ピルや緊急避妊薬の認可が諸外国よりも遅れを
とり、子宮内避妊器具とともに今なお費用とアク
セスに課題があると指摘される２）。日本法は中絶
を実際上広く認める一方で避妊については保守的
であったと評されるが３）、不妊手術禁止もそうし
た文脈のなかに位置づけうる問題である。

　二　公法上の当事者訴訟
　本判決は本件地位確認の訴えを適法とした。公
法上の当事者訴訟（行訴 4条）では確認の利益が
訴訟要件とされ、対象選択の適否、即時確定の必
要性、方法選択の適否が検討される。本件でポイ
ントになるのは、即時確定の必要性（紛争の成熟
性）、すなわち原告の法的地位・権利に対する危険・
不安を除去すべき現実的必要性が認められるかで
ある４）。本判決は、本件通知を根拠にして、原告
らが望む避妊目的の不妊手術は法の禁止の対象に
なるとした。また、原告らは現に医師により不妊
手術を拒否されており、避妊目的の不妊手術を実
施する医師も見受けられないことから、罰則の適
用を待っていては原告らの地位・権利に対する危
険が永続化しかねないことが考慮されたと解され
る。また、罰則を受けない地位ではなく、医師に
より不妊手術を受けることができる地位に焦点が
当てられることより、原告らが現に法の適用対象
となっていることが認められた。他方、本件違法
確認の訴えは認められなかった。立法不作為の違
法確認の訴えは在外邦人国民審査権制限違憲判決
（最大判令 4・5・25 民集 76 巻 4 号 711 頁）で初め
て認容されたが、本件は問題となる権利の性質に
相違があるとともに、地位確認の訴えが有効適切
な紛争解決手段であるとされた。

　三　憲法 13 条と避妊・不妊手術
　本判決の合憲判断の決め手になったのは、憲法
上の権利の保障範囲に関する論証である。
　憲法 13 条により保障される権利として、判例
は、私生活上の自由（個人情報をみだりに開示・公
表されない自由等）、一部の人格権（名誉権）、お
よび人格的生存に関わる重要な権利（自己の意思
に反して身体への侵襲を受けない自由）を認めてい
る。リプロダクションの自由および避妊の自由の
保障を認めた最高裁判例はない５）。他方、学説で
は、憲法 13 条は自己決定権の保障を含むとする
見解が多数説であり、その保障内容については議
論があるが、自己の生命・身体の処分の自由およ
びリプロダクションの自由はともに保障が及ぶと
され、避妊の自由はリプロダクションの自由に含
まれるとされる６）。
　本判決は、避妊の自由は人格的生存に関わる重
要な権利として 13 条により保障されるとした。
避妊の自由の憲法上の保障を認めた初の裁判例と
いえる。他方、不妊手術を受ける権利は避妊の自
由に含まれないとした。その理由は、①ほかの避
妊方法を利用しうること、②不妊手術は身体への
侵襲を伴うものであり重大な合併症を生じさせう
ることの 2点に集約できる。確かに、①につき、
本件各規定は、避妊に関する個人の決定権の行使
を不可能にするものではなく、複数存在する避妊
方法のうち不妊手術を禁止するにとどまる。②に
ついては、「同意に基づく身体への侵襲を妨げら
れない権利」の保障が問題になるが７）、身体の自
由は選択の自由に還元されない価値を有すること
から、身体の自由を自傷行為の自由を含む形で定
義づけるべきではないとも論じられてきた８）。し
かし、①②とも不妊手術禁止に固有の問題とは言
い難い。すなわち、不妊手術が生殖能力の回復困
難な喪失を伴うことからして９）、国家がこれを禁
止し、個人に生殖能力の維持を強制することが正
当化されるかどうかこそが、不妊手術禁止にとっ
ての固有の問題である 10）。本判決はこの問題を
論じることのないまま事案を処理した。
　思うに、手術を受ける自由を一般的に認めるこ
とは困難だとしても、避妊の自由の保障を認める
のであれば、医学的に不妊手術は避妊方法の一種
として位置づけられているのだから、その禁止は
避妊へのアクセス方法を制約するがゆえ避妊の自
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由の制限に当たるとみなすべきである。アメリカ
では、子どもをもうけるかどうかの決定にとって
避妊が本質的であることから、避妊具（薬）への
アクセスを禁止する法に対して厳格審査を適用す
べきとした判例がある 11）。もっとも、不妊手術
禁止は避妊方法の一種の禁止であり、避妊の自由
への重大な制約があるとは一般的には言い難い。
しかし、特に禁忌等により IUD や経口避妊薬等
を使用しえない女性にとって、不妊手術禁止が自
律的に選択しうる重要な避妊方法を制限していな
いかは、慎重に検討されるべきだろう。目的手段
審査についていえば、本判決は付言で、法 3条 1
項は母体保護法の目的である母性の生命健康の保
護（法 1条）に照らして合理性に乏しいと述べた。
しかし、当該目的は、不妊手術禁止を解除する理
由にはなれども、不妊手術禁止それ自体の理由と
は言い難い。不妊手術禁止について目的手段審査
を行うのであれば、その主たる立法目的は個人の
生殖能力の維持にこそあると解すべきである。こ
こにおいてパターナリズム（自己加害禁止）に基
づく正当化が可能かどうかが問われるが、判断能
力が十分な個人に対する介入であることから強い
正当化が求められる。国側は不妊手術後に後悔す
る者がいるという調査結果の存在を指摘している
が、この科学的証拠に関して裁判所は立法府の判
断を尊重すべきかも争点となろう。手段審査にお
いては、事前のカウンセリングを課すといった手
続的規制では代替的手段として十分でないか等が
問われる。加えて、配偶者同意要件については、
不妊手術の選択が他律に委ねられる点が問題とな
る。

　四　憲法判断の方法
　母体保護法による不妊手術禁止は、法 3条が
定める合法的に不妊手術を行いうる要件を充足せ
ず、さらに法 28 条の「故なく」行う場合に該当
すれば、違法となるという構造をとる。本判決の
ように避妊の自由の憲法上の保障を認めるのであ
れば、本件各規定が本人の同意のみに基づく避妊
目的での不妊手術を認めていないことにつき、意
味上の部分違憲と立論する余地がある。あるいは、
避妊の自由の保障を前提とした憲法適合的解釈を
とる途も考えられるところであり、「母体保護法
で規定する場合および医療行為の場合以外の当事

者の自律的意思決定に基づく不妊手術もその違法
性を阻却することを憲法は要求すると解すべきで
ある」12）との見解が参考になろう。
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書」米沢広一ほか刊行代表『佐藤幸治先生還暦記念　現
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